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○ 開催日時 平成３０年５月２５日（金） 午後１時３０分から 

○ 開催場所 錦江町役場 会議室 

○ 出席委員（農業委員１４人、農地利用最適化推進委員６人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  鈴  一麿 

委員      ３番  安水 純一 

〃       ４番  鳥越 秀一 

〃       ５番  徳永 哲朗 

〃        ６番  坂元 博美 

〃       ７番   寺田 郁哉 

〃       ８番  鍋  康博 

〃       ９番  元丸 敏朗 

〃      １１番  毛下 利美 

〃      １２番  内薗 雄治 

〃      １３番  宿利原 進 

〃      １４番  本釜 好子 

〃      １５番  平原  榮 

 

農地利用最適化推進委員 

〃      内薗 政文 

〃      水流 佳文 

〃      竹原 政洋 

〃      西川 健児 

〃      折小野 道男 

〃      横原 利己 

 

○欠席委員（農業委員１人、農地利用最適化推進委員２人） 

委員     １０番  貫見 和洋 

農地利用最適化推進委員 山中 徹 

〃           安水 峯晴 

 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子   書記 川越 正治 

  



○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

議案第 ８号  農地法第４条許可申請について 

 

議案第  ９号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

         用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請について 

 

議案第１０号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

         用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

議案第１１号  平成２９年度の目標及び達成に向けた活動の点検・評価について 

 

議案第１２号  平成３０年度の目標及び達成に向けた活動（案）について 

 

 

  



     

議 長 

 只今より平成３０年５月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日は貫見委員、山中、安水推進委員が欠席ですが、錦江町農業委員会会議規

則第８条の規定により、総会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に８番 安水委員と９番 元丸委員を指名いたしますので、よろしく

お願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

 

全委員 （発言なし） 

 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 次に議案第８号 農地法第４条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは議案第８号について説明いたします。 

受付番号１号については、山林への転用申請となっています。 

申請者はＴ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は田代川原字二ケ木迫４７１５番３、地目は田、地積は３，２１５㎡と

なっています。 

尚、この申請は追認の申請となっています。 

４頁から７頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目通し

をお願いいたします。 

この件の担当調査員は、９番 元丸委員です。 

 

以上です。 



議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を９番 元丸

委員お願いします。 

 

９ 番 

元丸委員 

はい。報告します。５月１８日、事務局２人と毛下委員、私、４人で現地調査

をしました。この航空写真でも分かりますように、周囲が殆んど杉山でありまし

て、なかなかこの土地を農地に返すのは無理じゃないかということで判断いたし

ましたところです。審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１５番 

平原委員 

何を植えてあるの、木が。 

 

 

９ 番 

元丸委員 

杉を植えて４・５年なっています。道路も分からないようなところで。 

 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第８号を採決します。 

お諮りします。 

議案第８号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第８号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（所有権移転）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。 

 事務局の説明をお願いいたします。 



事務局 それでは議案第９号について説明いたします。 

受付番号３号の譲渡人は、Ｍ・Ｎさん、Ｍ自治会在住の方です。 

申請地は神川字小フキ山７０７１番２、地目は畑、地積は１０，７８３㎡とな

っています。 

譲受人はＡ・Ｋさん、Ａ自治会在住の方です。 

この申請は売買による所有権移転となっています。 

Ａ・Ｋさんの経営状況は、世帯員４名、労働力１名、自作地３５，０３１㎡、

小作地１１，８７５㎡で、加工用大根、高菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、トラック各３台、２ｔダンプ１台となっ

ています。 

この件の担当調査員は、１３番 宿利原委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を１３番 宿

利原委員お願いします。 

 

１３番 

宿利原委員 

この物件はあっせんに出ていた物件で、譲受人のＡ・Ｋさんは、農業・林業に

幅広く経営をされていて、何も問題は無いと思いますのでとろしくお願いしま

す。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１５番 

平原委員 

金額は。 

 

 

１３番 

宿利原委員 

全部で○○○万円です。 

 

 

事務局 総体面積１０，０００㎡ありますけれども、これが６枚ぐらいになった段々の

傾斜地の畑で、法やらそういったのを引いたら８反ぐらいあるかないかで、多分

反当○○万円程度で計算されているかとは思います。 

 

１３番 

宿利原委員 

後は造成をまたし直して、造成費がいるということで、両方とも納得して価格

を決めたところです。 

 



議 長 他に質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから議案第９号についてを採決します。 

お諮りします。 

議案第９号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第９号については原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。  

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第１０号について説明いたします。 

受付番号３５号，３６号までの貸し人はＯ・Ｎさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は３５号が城元字池ノ尾４６１４番１、地目は畑、地積は３，２９５㎡、

３６号が城元字池ノ尾４６１４番３、地目は畑、地積は３，７２８㎡で、２筆の

合計は７，０２３㎡となっています。 

 貸付期間は平成３０年５月２６日から平成３１年１２月１４日までで、小作料

金は全部で１２０，０００円となっています。 

借り人は、Ｙ・Ｍさん、Ｙ自治会在住の方です。 

Ｙ・Ｍさんの経営状況は、世帯員６名、農業従事者３名、自作地９８，５９３

㎡、小作地５，４５９㎡で、タバコ、甘藷を主体とした経営をされています。 

農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、ＡＰ－１、

軽トラック各４台、甘藷堀取機２台、ツル払い機、２ｔダンプ各１台となってい

ます。 

受付番号３５号から３６号の担当調査員は、８番 安水委員です。 

以上です。 

 



議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を ８番 

安水お願いいたします。 

 

８ 番 

安水委員 

はい。報告をいたします。 

受付番号３５号、３６号、これは南部開発された池田団地内にある圃場です。 

借り人のＹ・Ｍさんは、現在、推進委員をされているＹさんです。葉タバコ、甘

藷を主体とした経営をされております。Ｍさんはまだまだ耕作面積も増やしたい

と、意欲のある元気な方で、圃地の内外、綺麗に管理されており、何ら問題は無

いと考えます。因みのこの小作料なんですが、この２筆の地積が約７反ぐらいあ

るんですが、実際の耕作できる面積が６反ぐらいということで、１反歩あたり２

万円ということで１２万円というのが決まりました。多少現在にしてみれば高い

ような感じなんですが、本人の畑も直ぐ隣にありまして、圃場の集積みたいな形

でやりやすいということでこの値段に決まりました。審議をよろしくお願いいた

します。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

２ 番 

鈴 委員 

このせっかく契約するのに１年というのはどういうことですか。 

短い気がするもんですから。 

 

８ 番 

安水委員 

実際、葉タバコか甘藷か、どちらかをしようという感じなんですが、ちょっと

病気が甘藷に出たと、前の人が作っていた時に。で、実際作ってみないとどうい

う状況かというのを見て、状態が良いようであれば、また、継続して借りたいと

いうことでした。 

 

議 長 他にありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから議案第１０号を採決します。 

お諮りします。 

議案第１０号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 



委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１０号については原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第１１号 平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評

価を議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局  はい。それでは資料の方は１３頁からになります。この活動の点検評価、後の

１２号に出て来ます活動計画、これにつきましては毎年活動計画を定め、その年

度が終了したら点検評価をして活動を振り返り、また、これをインターネット等

で公表するということで、農業委員会活動の見える化を図りなさいということで

なっているところです。一応、問題が無ければ、今日お示しした案で公表したい

と思います。中身を簡単に説明します。１３頁については農業の概要ですのでお

目通しをお願いいたします。１４頁の方ですが、担い手への利用集積・集約化と

いうことで、去年の４月の現状の集積面積が８４５．８ｈａとなっていますが、

平成２９年度の目標が８８５ｈａということでしたけれども、集積の実績という

ことで８２２．８ｈａという結果になっております。それについては、この下の

方の活動実績の中の、尚書きの後ですが、今までの集積実績については、担い手

の方が他市町に持っている、又は借りている農地がこの集積面積に、産業振興課

の方で統計を取っているんですが、これが含まれていたということで、今回、こ

れを外して見直しをしたところです。結果、実績としては８２２．８ｈａです。

うち新規が４６．７ｈａということで、農地中間管理事業等での新規の貸し借り

等がありまして、減ったわりには新規が増えたということです。それから下の方

の評価ですけれども、先ず目標に対する評価ですけれども、農地中間管理事業等

を利用して集積が図られたが、条件不利地の集積が進まないということ。それか

ら活動に対する評価としましては、地道な活動や農地中間管理事業を活用して担

い手への集積を図る必要があるという評価にしたところです。それから次の頁で

すけれども、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進ということでございま

すが、２９年度の目標は３経営体の参入目標で、参入目標面積が１ｈａというこ

とを目標に上げておりましたけれども、実績としては３経営体、それから参入実

績の面積としては２．６２ｈａが貸し付けられたという実績になっております。

４の目標及び活動に対する評価については、新規就農給付金制度もあり、目標を

達成する新規参入者があったということ。それから新規参入希望者へ農業委員等

が積極的に指導・助言等を行なったという評価にしてあります。それから１６頁

ですが、遊休農地に関する措置に関する評価ですが、２番目ですけれども、２９



年度の解消目標は５ｈａとしていましたが、解消自体は３．４ｈａされておりま

すが、新規の発生部分もありまして、結果としては、実際は増えているという実

績です。それから４番目の評価については、目標に対する評価としては、目標達

成は出来なかった。条件不利地の遊休農地解消が進んでいない。活動に対する評

価としましては、委員活動により、あっせん若しくは利用権設定がなされたが、

貸付希望者と借受者との調整が難しくなって来ているとしたところです。それか

ら１７頁は違反転用への適正な対応ということで、実績は０でございますが、評

価としては、違反転用はなかったものの、今後、営農縮小等により山林への転用

も多くなると予想されるため、農地法のＰＲや事前相談等に努めなければならな

いとしたところでございます。それから、１８・１９・２０頁については、総会

で審議した件数等ですのでお目通し下さい。 

 以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから議案第１１号を採決します。 

お諮りします。 

議案第１１号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１１号については原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第１２号 平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）

についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

事務局  はい。２２頁はお目通し下さい。２３頁ですが、担い手への農地の利用集積・

集約化ですが、２番目の３０年度の目標は８６０ｈａ、うち新規集積面積は３７

ｈａとしたところです。活動計画としては、１０月を農地流動化月間と定めて、

新規掘り起し活動を積極的に推進するとしております。次の新たな農業経営を営

もうとする者の参入促進についての３０年度の目標及び活動計画については、参



入目標は３経営体、参入目標面積は１ｈａとしたところです。活動計画としまし

ては、通年にわたり委員、事務局が新規参入希望者の相談窓口として活動する。

新規参入者へ優先して農地のあっせんを行うとしたところです。それから２４頁

ですが、遊休農地に関する措置ということで、現状が２７ｈａの遊休農地の面積

となっていますが、２番目の３０年度の解消面積は５ｈａとしました。それから

利用状況調査につきましては８月から１０月、利用意向調査については１１月に

実施をするとしております。それから違反転用への適正な対応ですが、３０年度

の活動計画としましては、４月の自治会長会において、違反転用防止について説

明すること。町広報誌等を利用して、違反転用防止をＰＲするとしております。 

以上です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、質疑はありませんか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから議案第１２号を採決します。 

お諮りします。 

議案第１２号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第１２号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 以上で、平成３０年５月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 

 

会  長 

 

                          ８ 番 

 

                          ９ 番 

 

議事録調整者 窪 和人 


